
鹿児島県医師会報　令和4年9月号 —45

働き方改革働き方改革

1. はじめに

　最近、医療機関として必要な宿日直許
可を取得しなければならないとの意識が
高まり、また、厚生労働省の相談窓口の
設置や、医療勤務環境改善支援センター

（以下「勤改センター」という）による支援
の認知が進んだことにより、医療機関と
して必要な宿日直許可の申請を⾏ってい
く機運が高まっています。
　そこで今回は、前回に引き続き、宿日
直許可について、ホットな話題をお届け

したいと思います（なお、特定労務管理対
象機関｟B、連携B、C-1、C-2｠について、
評価センター｟2022年10月以降に評価等
事業がスタート｠による書面調査から都道
府県承認までのスケジュール感としては、
6か月近くを要するようです）。
　あわせて、原則的な労働時間の通算方
法の考え方についても簡単にご紹介して
おりますので、ご参考にしていただけれ
ばと思います。

地域医療確保のためには、医療機関が適切に
「宿日直許可」を取得することが重要

鹿児島県医療勤務環境改善支援センター　医療労務管理アドバイザー
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（令和4年度　第1回 都道府県医療勤務環境改善担当課長会議　資料2より）
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2.宿日直許可申請に関する解説資料

（参考事例）について

　「医療機関の宿日直許可申請に関する解
説資料」に参考許可事例が追加されました。 

　いきサポ（医療機関の勤務環境の改善に
役立つ各種情報や医療機関の取り組み事
例を紹介している厚生労働省が開設して

いるWebページ）内、医師の働き方改革の
制度解説ページからダウンロードできま
す。

（宿日直許可申請に関する解説資料（参考事例） 22.06 より）
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3.医療機関の宿日直許可申請に関する 

FAQ（よくある質問）について

　厚生労働省本省の相談窓口に寄せられ
た相談内容について、掲載可能な内容に
ついてFAQが作成されました（前号の医

師会報｟7月号｠掲載のQ&Aとは別のもの
です）。
　こちらも、いきサポ内、医師の働き方
改革の制度解説ページからダウンロード
できます。

（宿日直許可申請に関するFAQ 22.06　より）
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4.勤改センターによる宿日直許可申請に関する支援

（令和4年度　第1回 都道府県医療勤務環境改善担当課長会議　資料1より）

　勤改センターは、医療機関からの相談
に基づき、許可基準に適合するか等につ
いて、必要に応じて助⾔等を⾏います。
また、医療機関から労働局監督課⼜は労
働基準監督署に対して、許可基準に適合
した申請内容とするための対応策につい
て相談を⾏いたいとの要望があった場合
に、相談内容を確認の上、労働局監督課
に相談内容を情報提供します。そして、
労働局監督課からの回答内容を医療機関
に提供します。なお、労働局監督課⼜は
労働基準監督署に対する相談は匿名によ
り⾏うことが可能です。
　医療機関から、宿日直許可の申請を⾏
うに当たって同席を求められた場合に同
席し、監督署の担当官からの説明、質問
等をともに聞き、内容等を医療機関にわ
かりやすく伝えるなどの支援を⾏います。

　医療機関が一旦宿日直許可の申請を取
り下げた後、労働基準監督署から求めら
れた申請内容の再考に対応するための取
り組みの検討を⾏う上で、必要な支援を
⾏います。
　勤改センターへの相談の結果、医療機
関が申請を⾏う場合には、医療機関の希
望に応じ、労働局監督課にその旨情報提
供します。
　なお、鹿児島県医療勤務環境改善支援
センターでは、「医療機関における宿日直
許可申請の手引き」を作成し、今後ホーム
ページよりダウンロードできるようにホ
ームページを改修中（2022年7月3日現在）、
及び鹿児島県医師会のホームページの働
き方改革サポート情報からもダウンロー
ドできるようにお願いしたところです。
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5.原則的な労働時間の通算方法の考え方

　設例　使用者Aと「所定労働日は月曜日
から金曜日、所定労働時間8時間」を内容
とする労働契約を締結している労働者が、
使用者Bと新たに「所定労働日は土曜日、
所定労働時間5時間」を内容とする労働契
約を締結し、それぞれの労働契約のとお
りに労働した場合。
　前提1  A事業場の使用者A・B事業場の

使用者Bともに、自らの下での労
働時間に加え、他の使用者の事
業場での労働時間も、労働者か
らの申告等により把握している

ものとします。
　前提2   A事業場・B事業場ともに、同一

の労働時間制度（1週 40時間、1
日8時間）を採用しているものと
します。

　前提3   A事業場・B事業場ともに、日曜
日から土曜日までの暦週を採用
しているものとします。

　答え　A事業場での1日の労働時間は8
時間であり、月曜日から金曜日までの5日
間労働した場合、労働時間は40時間とな
り、法定労働時間内の労働であるため、
労働契約のとおり労働させた場合、使用

（鹿児島県医療勤務環境改善支援センター作成）
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者Aに割増賃金の支払義務はありません。
　A事業場で労働契約のとおり労働した場
合、A事業場での月曜日から金曜日までの
労働時間がB事業場の労働時間制度におけ
る週の法定労働時間に達しているため、そ
れに加えてB事業場で土曜日に労働する時
間は、全て法定外労働時間となります。
　よって、B事業場で当該労働者を労働さ
せるためには、使用者BがB事業場の「時
間外労働・休日労働に関する協定」で定め
るところによって⾏わせる必要がありま
す。また、B事業場で土曜日に労働した5
時間は法定時間外労働となり、法定労働
時間を超えて労働させた使用者Bは、その
5時間の労働について割増賃金の支払義務
を負います。

6.おわりに

　今月号では、宿日直許可について、ホ
ットな話題をお届けするとともに、原則
的な労働時間の通算方法の考え方につい
ても簡単にご紹介いたしました。労働基
準監督署⻑から宿日直許可を受けた場合、
許可に沿って⾏われる宿直や日直は、労
働基準法の労働時間に関する規制が適用
除外になります。今後、2024年4月から医
師の時間外労働の上限規制がスタートし
ますが、宿日直許可を受けた場合には、
この上限規制との関係で労働時間とカウ
ントされないこと、勤務と勤務の間の休
息時間（勤務間インターバル）との関係で、
宿日直許可を受けた宿日直（9時間以上連
続したもの）については休息時間として取
り扱えること、など、医師の労働時間や
勤務シフトなどとの関係で重要な要素に
なります。⼤学病院等からの応援で成り
立っている地方の医療機関では、宿日直
許可が取れないために、通算の上限時間
超過を懸念する⼤学病院等から医師を引

き上げられ、医療提供体制を縮⼩せざる
を得なくなることが可能性として指摘さ
れています。地域医療確保のためには、
医療機関が適切に宿日直許可を取得する
ことが重要です。勤改センターにとって、
医療機関の宿日直許可申請に関する支援
は最優先課題の1つです。宿日直許可も含
め医師の働き方改革や、医療勤務環境改
善マネジメントシステム等に関するご相
談や支援要請は、鹿児島県医療勤務環境
改善支援センター（TEL：099-813-7731）
までぜひご連絡ください。

7.参考・引用

➢ いきサポ　医師の働き方改革の制度解説
ページ

（https：//iryou-kinmukankyou.mhlw.
go.jp/information/explanation）
➢ 宿日直許可申請に関する解説資料（参考
事例） 22.06

（https：//iryou-kinmukankyou.mhlw.
go.jp/pdf/outline/pdf/20210720_02.pdf）
➢ 宿日直許可申請に関するFAQ 22.06

（https：//iryou-kinmukankyou.mhlw.
go.jp/pdf/outline/pdf/20220621_02.pdf）
➢ 令和4年度　第1回 都道府県医療勤務環
境改善担当課⻑会議　資料1

➢ 令和4年度　第1回 都道府県医療勤務環
境改善担当課⻑会議　資料2

➢ 「副業・兼業の促進に関するガイドライ
ン」Q&A


